
亀山市告示第１７６号 

亀山市経営開始資金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和７年１１月１３日 

亀山市長  櫻 井 義 之 

 

亀山市経営開始資金交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市経営開始資金交付要綱（令和４年亀山市告示第２１３号）の一部を次のように

改正する。 

様式第４号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第９条関係） 

 

中止決定通知 
 

 

第  号 

年  月  日 

 

   様 

 

亀山市長   印 

 

 亀山市経営開始資金の交付を中止するので、亀山市経営開始資金交付要綱第９条

第１項の規定により通知します。 

 

中止日 年   月   日 

中止理由  

 



附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 


